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事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１０月１５日 ００時３０分ごろ 

発生場所 島根県松江市美保関町の海岸 

 境港防波堤灯台から真方位２８０°９５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３３.２′ 東経１３３°１５.７′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

漁船 第三更
こう

賜
し

丸、７８トン 

 １３０９６１、個人所有 

 ２７.１０ｍ（Lr）×５.９０ｍ×２.４５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６６１kＷ、昭和６３年４月 

 乗組員等に関する情報 機関長 男性 ３８歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１２年８月２１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年６月１６日 

  免状有効期間満了日 平成２７年７月２５日 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラが曲損及び船底に擦過傷 

 事故の経過  本船は、船長ほか８人が乗り組み、島根県浜田市浜田港沖の日本海での

操業を終え、漁獲したタラ、カレイなど約８tを積載し、平成２２年１０月

１４日１７時００分ごろ、船首約１.３ｍ、船尾約３.８ｍの喫水で、境港

市境漁港に向けて帰途につき、機関長が、翌１５日００時００分ごろ、松

江市

 

地蔵埼
じぞうざき

北東方５００ｍ付近で単独の船橋当直についた。 

 機関長は、１海里（Ｍ）と１.５Ｍレンジとした自動衝突予防援助装置付

きのレーダー２台とＧＰＳプロッターを作動させていたが、眠気を感じて

いなかったので、居眠り防止装置を作動させていなかった。 

機関長は、００時１３分ごろ、境港防波堤灯台から０８６°（真方位、

以下同じ。）１.６Ｍ付近において、境港第２号灯浮標の南方５０ｍ付近に

向く約２７０°の針路に設定して自動操舵とし、約９.７ノットの速力（対

地速力）で境港の航路東口に向かった。 

 機関長は、００時２２分ごろ、境港防波堤灯台から０８０°１,３５０ｍ

付近を航行中、船橋後部の壁にもたれて立った姿勢で当直を行っていたと

ころ、視界が良く、周囲に他船がいなかったことから、気が緩んで居眠り

に陥った。 

本船は、間もなく境港第２号灯浮標の南方を通過して航路に入り、境水
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道第２号灯浮標の南方を通過して航路屈曲部の変針予定場所に達したが、

機関長が、居眠りに陥っていたので、変針予定場所を通過して航路北側の

航路外を航行し、００時３０分ごろ浅瀬に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項  本船は、平成２２年１０月１０日１７時００分ごろ境港を出港し、翌１

１日０５時００分ごろ山口県萩市見島
みしま

沖の漁場に到着して操業を開始し

た。 

 本船の操業は、投網、えい
．．

網（約１時間）及び揚網を約２時間かけて行

い、揚網後に次の漁場に向かって移動し、移動中に漁獲物の選別が行われ

ていた。 

機関長は、毎日０２時ごろから早朝にかけての２回のえい
．．

網中に睡眠を

とっていたが、漁獲量が多くて忙しかったため、毎日２時間程度の睡眠し

かとることができなかった。 

 機関長は、ふだんから入出港時と漁場移動時の操船を単独で行ってお

り、本事故当時、船長は機関室で休んでいた。  

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、境港の航路東口に向けて自動操舵で西

進中、単独で船橋当直中の機関長が、操舵室後方

の壁にもたれた姿勢で船橋当直を続けるうち、居

眠りに陥ったことから、航路屈曲部の変針予定場

所を通過して航路外の浅瀬に向けて航行し、同浅

瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

 機関長は、連続した操業で疲労が蓄積し、睡眠

不足の状態となっており、視界が良く、周囲に他

船がいなかったことから気が緩み、居眠りに陥っ

たものと考えられる。 

 機関長は、船橋当直についたとき、眠気を感じ

ていなかったことから、居眠り防止装置を作動さ

せていなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、境港の航路東口に向けて自動操舵で西進中、

単独で船橋当直中の機関長が居眠りに陥ったため、航路屈曲部の変針予定

場所を通過して航路外の浅瀬に向けて航行し、同浅瀬に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 

 




